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令
和
三
年

　

新
春
を
迎
え
て

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
町
民
皆
様
に
は
、
う
ら
ら
か

な
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
、
心
か
ら

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
２
年
は
、
新
た
な
ウ
イ
ル
ス
と

い
う
、
目
に
見
え
な
い
敵
が
世
界
を
一

変
さ
せ
ま
し
た
。

２
月
に
は
、
北
海
道
独
自
の
緊
急
事

態
宣
言
や
学
校
の
全
国
一
斉
臨
時
休

業
、
４
月
に
は
、
国
が
全
国
に
緊
急
事

態
宣
言
し
、
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
を

要
請
い
た
し
ま
し
た
。

今
で
は
、
ほ
ぼ
全
員
が
マ
ス
ク
を

し
、
こ
ま
め
に
手
洗
い
を
し
て
、
自
宅

で
仕
事
を
し
、
パ
ソ
コ
ン
越
し
の
飲
み

会
か
、
お
行
儀
の
よ
い
会
食
。
お
店
に

入
る
と
き
は
検
温
と
消
毒
、
カ
ウ
ン

タ
ー
に
は
ビ
ニ
ー
ル
が
垂
れ
下
が
る
な

ど
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
日
常
と
な
り
、

現
在
も
な
お
そ
の
戦
い
が
続
い
て
お
り

ま
す
。

町
と
い
た
し
ま
し
て
も
国
の
臨
時
交

付
金
を
活
用
し
な
が
ら
、
こ
の
非
常
事

態
で
の
最
大
の
被
害
者
は
子
供
た
ち
で

あ
る
と
の
考
え
の
も
と
、
学
校
施
設
の

感
染
症
対
策
は
基
よ
り
、
国
が
推
進
し

て
い
ま
す
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
と

は
別
に
、
家
庭
に
い
て
も
先
生
や
仲
間

と
つ
な
が
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
整
備

を
独
自
で
早
急
に
進
め
て
参
り
ま
し
た
。

ま
た
、
感
染
症
対
策
、
経
済
支
援
、

生
活
支
援
の
均
衡
を
図
り
な
が
ら
、
で

き
る
だ
け
、
未
来
に
つ
な
が
る
支
援
策

を
講
じ
て
参
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
、
重
た
い
空
気
感
の

中
、
目
の
前
の
雲
を
蹴
散
ら
す
よ
う
な

話
題
が
町
内
を
駆
け
巡
り
、
町
民
に
夢

と
希
望
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。

町
出
身
の
伊
藤
大
海
投
手
の
日
本
ハ

ム
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
、
ド
ラ
フ
ト
１
位
指

名
で
す
。
町
で
は
盛
田
幸
妃
投
手
に
次

ぐ
２
人
目
と
な
る
快
挙
で
あ
り
ま
す
。

町
全
体
で
伊
藤
投
手
の
今
後
を
温
か
く

見
守
り
応
援
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
有
志
に
よ
る
後
援

会
設
立
な
ど
も
期
待
し
て
い
る
所
で
あ

り
ま
す
。

さ
て
、
私
の
任
期
も
残
す
と
こ
ろ
、

２
か
月
足
ら
ず
と
な
り
ま
し
た
。　

こ
の
間
、
町
民
皆
様
の
ご
協
力
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、
町
政
運
営
に
誠
心
誠

意
努
め
て
参
り
ま
し
た
。

初
年
度
は
、
私
も
含
め
ま
し
た
役
場

職
員
の
意
識
改
革
と
対
話
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
な
ど
町
民
皆
様
の
小
さ
な
気
付
き
や

想
い
を
見
逃
さ
な
い
仕
組
み
づ
く
り
を

行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
対
話
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
な
ど
は
、
今
で
は
、
私
共
の
進
む

べ
き
道
を
照
ら
す
、
大
変
重
要
な
事
業

と
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
中
小

企
業
振
興
条
例
の
制
定
や
子
育
て
世
代

の
方
々
か
ら
多
く
の
ご
要
望
が
ご
ざ
い

ま
し
た
、
夏
休
み
、
冬
休
み
の
預
か
り

保
育
の
実
施
な
ど
、
１
年
目
か
ら
ス

ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
、
法
整
備
や
事
業

の
拡
充
、
各
制
度
設
計
等
に
取
り
組
ん

で
参
り
ま
し
た
。

２
年
目
の
平
成
30
年
度
は
「
更
な
る

挑
戦
」
と
「
確
実
な
実
行
」
の
年
と
し

ま
し
て
、
５
つ
の
課
題
の
方
向
性
を
決

定
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
ま
で
、
な

か
な
か
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
、
０
歳
か

ら
２
歳
児
の
保
育
事
業
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
、
実
際
に
ご
利
用
い
た
だ
く
事
業
者

な
ど
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
企
業
へ
の

補
助
事
業
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

水
産
業
に
つ
い
て
は
、
昆
布
や
な
ま

こ
な
ど
各
種
試
験
事
業
の
規
模
を
拡
大

し
な
が
ら
、
同
時
に
人
財
育
成
に
も
力

を
入
れ
、
進
め
て
参
り
ま
し
た
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
、
鹿
部
の
宝
だ
っ
た

「
し
か
べ
間
歇
泉
」
が
見
事
、
北
海
道

遺
産
に
選
定
さ
れ
、
北
海
道
の
宝
へ
と

押
し
上
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

３
年
目
は
、
新
た
な
元
号
、
令
和
が

ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
が
、
令
和
元 しかべ保育事業「ひよこ」
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年
も
災
害
の
多
い
年
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
私
共
は
、
「
力
強

い
前
進
」
と
「
聖
域
な
き
検
証
」
の
年

と
位
置
付
け
ま
し
て
、
一
つ
は
「
役
場

新
庁
舎
整
備
」
も
う
一
つ
は
「
Ａ
級
グ

ル
メ
構
想
」
、
こ
の
２
つ
の
事
業
を
軸

に
力
強
く
前
に
進
め
て
参
り
ま
し
た
。

２
つ
の
事
業
以
外
に
も
、
公
共
交
通

の
実
証
運
行
や
ふ
る
さ
と
納
税
の
推

進
、
浅
海
漁
業
対
策
、
合
葬
墓
地
の
整

備
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
の
充
実
や

高
齢
者
を
み
ん
な
で
支
え
合
う
生
活
支

援
体
制
事
業
な
ど
を
進
め
て
参
り
ま
し

た
。
ま
た
、
切
れ
目
の
な
い
子
育
て
支

援
の
構
築
に
向
け
て
、
幼
稚
園
の
在
り

方
や
ま
ち
の
創
生
を
か
け
た
重
要
施
策

が
盛
り
込
ま
れ
ま
す
第
２
期
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
の
素
案
を

ま
と
め
て
参
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
年
度
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
私
た
ち
は
「
勇
気
あ
る
変
革
」

と
「
次
な
る
飛
躍
」
の
年
と
位
置
付
け

ま
し
て
、
ま
ず
は
、
新
庁
舎
整
備
事
業

に
鋭
意
取
り
組
み
、
移
転
に
向
け
、
お

年
寄
り
、
子
供
に
も
優
し
い
各
種
住
民

サ
ー
ビ
ス
等
の
在
り
方
や
公
共
交
通
網

の
整
備
、
自
主
防
災
組
織
を
核
と
し

た
、
さ
ら
な
る
減
災
対
策
な
ど
に
つ
い

て
、
全
力
で
進
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
今
年
度
の
最
重
要
案
件

を
「
子
育
て
支
援
」
と
「
居
住
支
援
」

に
決
め
、
変
化
を
恐
れ
ず
、
勇
気
あ
る

議
論
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。

Ａ
級
グ
ル
メ
構
想
に
つ
き
ま
し
て

は
、
鹿
部
町
産
業
連
携
ビ
ジ
ョ
ン
を
策

定
し
、
町
民
皆
様
と
そ
の
理
念
で
あ
り

ま
す
、
豊
か
な
自
然
や
地
域
の
食
を
守

り
、
生
産
、
加
工
、
流
通
、
販
売
、
消

費
ま
で
の
全
て
の
方
々
が
つ
な
が
り
、

共
に
支
え
合
う
と
い
う
、
そ
の
想
い
を

共
有
し
、
「
食
」
で
「
職
」
を
つ
く
る

を
テ
ー
マ
に
身
の
丈
に
合
っ
た
事
業
を

一
つ
一
つ
実
施
し
て
参
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
基
幹
産
業
で
あ
り
ま
す
、

漁
業
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
「
つ
く

り
・
育
て
る
漁
業
」
の
構
築
と
、
「
稼

げ
て
、
か
っ
こ
よ
く
て
、
革
新
的
」
を

合
言
葉
に
そ
の
日
の
漁
模
様
で
一
喜
一

憂
し
な
い
、
盤
石
な
漁
業
体
制
づ
く
り

に
向
け
、
昆
布
や
ウ
ニ
、
カ
キ
、
な
ま

こ
の
試
験
的
取
り
組
み
、
人
財
育
成
、

漁
業
協
同
組
合
と
の
意
見
交
換
会
な
ど

開
催
し
て
お
り
ま
す
。
本
年
に
つ
き
ま

し
て
も
、
各
関
係
機
関
と
の
連
携
を
密

に
し
な
が
ら
進
め
て
参
り
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
度
か
ら
進
め
て
お
り
ま

す
、
各
種
事
務
事
業
や
運
営
方
法
な
ど

の
検
証
に
つ
き
ま
し
て
は
、
変
え
る
べ

き
も
の
は
変
え
、
守
る
べ
き
も
の
は

し
っ
か
り
と
守
り
な
が
ら
、
進
め
て
参

り
ま
す
。
「
答
え
は
探
す
も
の
で
は
な

い
、
答
え
は
作
る
も
の
だ
」
と
言
わ
れ

た
方
が
お
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
、
い

ま
、
私
た
ち
の
前
に
道
は
な
く
、
私
た

ち
の
後
ろ
に
道
が
で
き
る
状
況
で
あ
り

ま
す
。
答
え
の
な
い
、
多
様
性
の
時
代

に
皆
様
と
「
心
ひ
と
つ
、
ワ
ン
ハ
ー

ト
」
で
、
誰
の
せ
い
に
も
し
な
い
、
自

分
事
と
し
て
考
え
、
今
の
自
分
に
な
に

が
で
き
る
の
か
、
批
判
で
は
な
く
提
案

に
変
え
、
思
想
で
は
な
く
行
動
に
移
し

ま
す
。
我
々
は
、
次
の
時
代
に
何
を
残

し
、
何
を
残
さ
な
い
の
か
、
私
た
ち
の

未
来
の
た
め
に
、
恐
れ
る
こ
と
な
く
、

勇
気
を
も
っ
て
変
革
し
、
地
域
の
自
信

と
誇
り
を
胸
に
次
な
る
時
代
へ
と
向
か

い
、
日
本
一
、
魅
力
あ
る
漁
師
町
、
日

本
一
、
行
っ
て
み
た
い
、
住
ん
で
み
た

い
漁
師
町
を
目
指
し
、
町
民
の
皆
様
と

力
を
合
わ
せ
、
オ
ー
ル
鹿
部
で
立
ち
向

か
い
、
鹿
部
新
時
代
を
躍
進
い
た
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
今
ま
で
以

上
の
お
力
添
え
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
こ
の
町
に
暮
ら
す
誰
も
が
頼
り
に

し
た
り
、
頼
り
に
さ
れ
た
り
す
る
昔
な

が
ら
の
当
た
り
前
の
関
係
性
を
保
つ
、

各
世
代
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
共
生
社

会
実
現
を
目
指
し
て
参
り
ま
す
。

結
び
に
、
医
療
関
係
者
を
は
じ
め
と

い
た
し
ま
す
、
生
活
基
盤
維
持
の
た
め

に
最
前
線
で
ご
活
躍
く
だ
さ
っ
て
い
る

全
て
の
方
々
に
心
か
ら
の
敬
意
と
感
謝

を
申
し
上
げ
つ
つ
、
町
民
皆
様
方
の

益
々
の
ご
活
躍
と
ご
健
勝
、
ご
多
幸
を

心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご

挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

令
和
三
年
元
旦

鹿
部
町
長　

盛 

田 

昌 

彦

にっぽんＡ級（永久）グルメのまち連合設立
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北
海
道
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

北
海
道
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

表
彰
を
受
賞

表
彰
を
受
賞

受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

最
近
の
で
き
ご
と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

役
場
２
階
大
会
議
室
に
お
い
て
、
全
国

民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会
会
長
表
彰
の

伝
達
式
が
行
わ
れ
、
川
村
節
子
さ
ん
が
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
表
彰
は
、
永
年
に
わ
た
り
地
域
の

福
祉
向
上
の
た
め
民
生
委
員
児
童
委
員
と

し
て
尽
力
さ
れ
た
方
に
対
し
贈
ら
れ
る
も

の
で
、
川
村
さ
ん
は
11
年
も
の
間
、
地
域

の
見
守
り
役
で
あ
る
民
生
委
員
児
童
委
員

と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

鹿
部
町
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
指
導
者
と

し
て
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
村
田
勝
則
さ
ん

と
工
藤
秀
弥
さ
ん
が
令
和
２
年
度
北
海
道

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。こ

の
表
彰
は
、
10
年
以
上
に
わ
た
り
ス

ポ
ー
ツ
少
年
団
の
指
導
者
と
し
て
育
成
指

導
に
当
た
り
功
績
が
顕
著
な
方
や
優
れ
た

活
動
を
続
け
た
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
な
ど
に

贈
ら
れ
る
も
の
で
、
村
田
さ
ん
は
、
鹿
部

柔
道
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
指
導
者
と
し

て
、
工
藤
さ
ん
は
、
鹿
部
サ
ッ
カ
ー
ス
ポ

ー
ツ
少
年
団
の
指
導
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

子
ど
も
た
ち
の
健
全
育
成
に
貢
献
し
、
尽

力
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会

全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会

会
長
表
彰
を
受
賞

会
長
表
彰
を
受
賞

工藤　秀弥　さん 村田　勝則　さん

北
海
道
渡
島
総
合
振
興
局
に
お
い
て
、

令
和
２
年
度
北
海
道
社
会
貢
献
賞
（
更
生

保
護
功
労
者
）
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
鈴
木

昌
志
さ
ん
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
表
彰
は
、
永
年
に
わ
た
り
地
域
の

犯
罪
減
少
や
予
防
の
た
め
保
護
司
と
し
て

尽
力
さ
れ
た
方
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
、
鈴

木
さ
ん
は
、
森
地
区
保
護
司
会
副
会
長
や

鹿
部
支
部
長
を
務
め
ら
れ
て
お
り
、
19
年

も
の
間
、
地
域
の
保
護
司
と
し
て
活
躍
さ

れ
て
い
ま
す
。

北
海
道
社
会
貢
献
賞
を
受
賞

北
海
道
社
会
貢
献
賞
を
受
賞

環
境
大
臣
表
彰
を
受
賞

環
境
大
臣
表
彰
を
受
賞

ホ
タ
テ
貝
殻
の
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
に
取

り
組
む
株
式
会
社
北
海
道
ス
カ
ラ
ッ
プ

が
、
廃
棄
物
な
ど
の
発
生
抑
制
や
循
環
的

な
利
用
、
適
正
な
処
分
を
実
現
し
た
と
し

て
、
「
循
環
型
社
会
形
成
推
進
功
労
者
環

境
大
臣
表
彰
（
３
Ｒ
活
動
優
良
企
業
）
」

を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
表
彰
は
、
廃
棄
物
の
抑
制
、
再
使

用
、
再
生
利
用
の
推
進
に
顕
著
な
業
績
が

あ
っ
た
企
業
や
団
体
な
ど
に
環
境
省
か
ら

贈
ら
れ
る
も
の
で
、
株
式
会
社
北
海
道
ス

カ
ラ
ッ
プ
は
、
こ
れ
ま
で
加
工
業
者
の
敷

地
内
に
山
積
み
に
な
っ
て
い
た
貝
殻
を
土

壌
改
良
剤
と
し
て
製
品
化
し
、
環
境
や
景

観
上
の
問
題
解
決
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。
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鹿
部
町
地
域
お
こ
し
協
力
隊
通
信

「
Ａ
級
グ
ル
メ
・
情
報
発
信
担
当
」

地
域
お
こ
し
協
力
隊
　
蛭
川
　
有
裕
　
隊
員

《
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の

風
景
写
真
の
美
し
さ
・
・
・
・
》

写
真
の
好
き
な
方
だ
と
ご
存
じ
の

人
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
昔

ア
ン
セ
ル
ア
ダ
ム
ス
と
い
う
写
真
家

が
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ヨ
セ
ミ

テ
国
立
公
園
を
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
（
白

黒
写
真
）
で
撮
影
し
、
プ
リ
ン
ト
を

し
た
写
真
家
で
す
。

私
も
修
行
時
代
か
ら
モ
ノ
ク
ロ
ー

ム
は
大
好
き
で
、
こ
の
写
真
家
を
ま

ね
て
暗
室
に
こ
も
っ
た
こ
と
が
何
度

も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
は
モ
ノ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
を
現
像
し
、
そ
れ
を
引
き

伸
ば
し
機
に
か
け
て
大
判
プ
リ
ン
ト

に
す
る
の
で
す
。

ア
ン
セ
ル
ア
ダ
ム
ス
の
時
代
か
ら

今
に
至
る
ま
で
、
フ
ィ
ル
ム
撮
影
で

の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
デ
ー
タ
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
は
非
常
に
難
し
い
の
で
す

が
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
が
主
流
に

な
っ
た
こ
と
で
、
わ
か
り
や
す
く
シ

ン
プ
ル
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
安
易
な
写
真
づ
く
り
さ
え
し
な

け
れ
ば
、
と
て
も
表
現
の
幅
が
広

が
っ
た
気
が
し
ま
す
。

《
駒
ヶ
岳
と
い
う

魅
力
的
な
被
写
体
と
の
出
会
い
》

鹿
部
町
に
来
て
、
と
て
も
感
じ
る

の
は
、
駒
ヶ
岳
は
ほ
か
に
は
な
い
魅

力
的
な
山
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。
美

し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
姿

は
雄
大
な
異
国
さ
え
も
連
想
さ
せ
ま

す
。
と
て
も
個
性
的
で
、
ア
ン
グ
ル

に
よ
っ
て
様
々
な
表
情
を
覗
か
せ
、

毎
日
見
て
も
飽
き
ま
せ
ん
。

こ
の
カ
ッ
ト
は
た
ま
た
ま
見
つ
け

た
切
り
口
で
す
が
、
撮
影
し
て
い
る

と
き
は
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
イ
メ
ー
ジ

で
撮
影
し
ま
し
た
。

ツ
イ
て
る
？
こ
と
に
広
報
誌
は
白

黒
な
の
で
、
ち
ょ
う
ど
良
か
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
で
も
、
カ
ラ
ー
も

見
て
み
た
い
方
は
私
のI

n
s
t
a
g
r
a
m

やF
a
c
e
b
o
o
k

な
ど
を
の
ぞ
い
て
み

て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、
ぜ
ひ
感
想
を
お
聞
か
せ

い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

情報発信していますの
で、ぜひご覧ください。

（
広
告
）

※工事費別途

％ボイラー
OFF‼

暖房も給湯も メーカー希望小売価格より

２月末日迄

㈱ワタナベ電器
1

☎ ００１１３３８８ ６６７７ ２２２２５５００亀田郡七飯町
字大沼町 －

見
積
無
料

ストーブ各
種

大特価！

ワタナベ電器 大沼※ホームページからのお問合せもＯＫです！
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今月の担当は、山田　侑季です。

「高血圧を予防しましょう」
いよいよ冬本番。１日の寒暖差が大きくなる季節は何気ない普段の生活の中に、血圧の乱高下から突然

死を招く危険因子が潜んでいるため、注意が必要です。今回は、危険因子となる高血圧についてお知らせ

します。

１
血管の中を流れる血液が血管壁に与える圧力のことです。
血液は心臓のポンプ作用によって全身の血管に押し出されます。

高血圧とは？

２
高血圧の診断基準は、収縮期血圧は140以上、拡張期血圧は90以上です。
ただし、普通は１回だけの測定で高血圧とはせず、繰り返し測定して判断します。

（高血圧はその程度によって、さらにⅠ度からⅢ度に分けられます。）

基準値って

どれくらい？

分　類 収 縮 期 血 圧　　　かつ　　　 拡 張 期 血 圧

正常血圧 ＜１２０          　かつ　　　　＜８０

正常高値血圧 　　１２０～１２９　　 かつ　　　　＜８０

高値血圧 １３０～１３９　 　または　　　　８０～８９

Ⅰ度高血圧 １４０～１５９　　 または　　　　９０～９９

Ⅱ度高血圧 　　１６０～１７９　　 または　　　　１００～１０９

Ⅲ度高血圧 　　　≧１８０　　　　 または　　　≧１１０

心臓が収縮して血液を

送り出すときに血圧が

最も大きくなり、この

ときの血圧を「収縮期

血圧」（または最高血

圧）といいます。

収縮した後に心臓が拡

張するときには、血圧

が最小となり、このと

きの血圧を「拡張期血

圧」（または最低血圧）

といいます。

収縮期血圧 拡張期血圧

４ 高血圧の状態が続くと動脈硬化になり、心臓や脳の血管
も次第にもろくなり血栓ができやすい状況となり心不全
や脳梗塞など重篤な状態へ陥る危険性があります。高血圧の

合併症

３
高血圧は自覚症状がほとんどなく、ごくまれに耳鳴りや頭痛など
が現れる程度です。

気を付けなければならないのは、高血圧患者さんが頭痛や耳鳴り、胸の

痛みを感じる場合、それらは高血圧の症状ではなく、高血圧の合併症で

ある狭心症や心筋梗塞、脳卒中の症状であるかもしれないという点です。

高血圧の

症状
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５
高血圧の原因として大きく関わっているのが以下７つの生活習慣です。

高血圧の

原因

６

高血圧の

予防と改善

新型コロナ感染症が気になり、健（検）診の受診を控えていませんか？
～みんなで受けよう「町民ニコニコ健診」～

特定健診・一般健診・後期高齢者健診・がん検診

＜申込み・お問い合わせ先＞　　役場保健福祉課　保健推進係　電話７－５２９１

＜集団健診＞　今月号の折込チラシで内容をご確認ください。
＜個別健診＞　個別健診の申し込みは、随時受付しています。

これからも元気で過ごしていくためには、病気の予防、病気を悪化させないこと、

そのためには、健（検）診を受けて、自分のからだを知ることが大切です。

健診会場では、新型コロナウイルス感染症防止対策に努めて実施しています。

今年度、まだ健（検）診を受けられていない方はぜひ受診しましょう。

予防のためにも、日ごろから定期的に健診を受けたり、自宅で定期的に

血圧測定をしてみましょう。自宅に血圧計がない方は定期健診や定期通院

時に測定したり、役場やいこいの湯などにも設置している自動血圧計で測

定することもできます。また、月に２回いこいの湯や郵便局・宮浜児童館

のコミュニティカフェで健康相談を実施していますので、そこで測ること

も可能です。また、自宅に血圧計がある方は、毎日時間を決めて測り記録

することが大切です。

皆さんも今できる高血圧予防や改善に取り組んでいきましょう。

塩分のとりすぎ 肥　満 飲　酒

便　秘 ストレス

喫　煙 寒暖差

◦減塩を心がける ◦禁煙をする ◦便通を良くする ◦寒暖差をなくす

◦定期的な運動をする ◦適度な飲酒を心がける ◦ストレスをため込まない
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☆たいへんよくがんばりました☆
令和２年11月20日（金）に行われた３歳児健診で、次のお子さんはむし歯が１本もありませんでした。

これからも歯みがきをがんばってむし歯をつくらないようにしましょう。

字宮浜　坂井 杏
きょう

華
か

  ちゃん
（保護者　生伍 さん）

字宮浜　阿部 真
ま

心
こ

  ちゃん
（保護者　希望 さん）

字宮浜　挽野 広
ひろ

愛
あ

  ちゃん
（保護者　眞由美 さん）

子宮がん・乳がん検診を受けましょう！
～検診の受け忘れはありませんか？ ～

令和２年度も残り３か月を切りましたが、皆さん検診を受けましたか？お忘れの方は、この機会に検

診を受けましょう！

・子宮がん・乳がん検診は２年に１回の受診となります。

・�申込みは、令和３年３月12日(金)まで受け付けていますので希望される方は、保健福祉課へお早

めに申込みください。申込み後に受診券を発行します。

　無料クーポン券の使用期限は令和３年２月28日までですので、ぜひこの機会に受診しましょう。

　無料クーポン券は、令和２年４月20日現在で、鹿部町に住民登録をしている女性の方で、下記の

生年月日の方へ送付しています。

※お問い合わせ先　役場保健福祉課　保健推進係（℡：７－５２９１）

検診名 対　象 料　　金 場　　所

子宮がん
検診

西暦で
偶数年生まれの
満２０歳以上の

女性

①子宮頸がん　　　　　1,700円
②子宮頸がん・体がん　2,500円
※生活保護世帯・満70歳以上は無料

函館市内の産婦人科

乳がん
検診

西暦で
偶数年生まれの
満４０歳以上の

女性

2,000円
※生活保護世帯・満70歳以上は無料

函館赤十字病院、函館中央病院、函
館五稜郭病院、共愛会病院、函館市
医師会病院、秋山記念病院、函館渡
辺病院、北美原クリニック、国立病
院機構函館病院、市立函館病院

子 宮 頸 が ん 検 診 対 象 者
２０歳 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日
２５歳 平成６年４月２日～平成７年４月１日
３０歳 平成元年４月２日～平成２年４月１日
３５歳 昭和５９年４月２日～昭和６０年４月１日
４０歳 昭和５４年４月２日～昭和５５年４月１日

乳 が ん 検 診 対 象 者
４０歳 昭和５４年４月２日～昭和５５年４月１日
４５歳 昭和４９年４月２日～昭和５０年４月１日
５０歳 昭和４４年４月２日～昭和４５年４月１日
５５歳 昭和３９年４月２日～昭和４０年４月１日
６０歳 昭和３４年４月２日～昭和３５年４月１日

使用期限が
迫っています！

令和２年度 子宮頸がん検診・乳がん検診
無料クーポン券をお持ちの方へ



9 広報しかべ　令和３年１月号

鹿部町コミュニティカフェをご利用ください

鹿部町子育て世代包括支援センターからのお知らせ

コミュニティカフェは、地域住民の交流の場と利便性向上に寄与する仕組みとして、毎週月曜日から

金曜日まで、宮浜児童館と鹿部郵便局ふれあいルームの２か所で開設しています。誰でも自由に利用す

ることができますので、皆さんのご利用をお待ちしています。

また、ボランティア団体「一歩の会」の皆さんに協力いただき、毎週月曜日にカフェイベントを行っ

ていますので、ぜひご参加ください。　

町では、鹿部町子育て世代包括支援センター（母子保健型）を役場保健福祉課に開設しています。

子育て世代包括支援センターでは、妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に応じ、安心して妊娠期

から子育て期までを過ごせるよう、切れ目ない支援を目指します。

また、相談に対して保健師や管理栄養士等が対応し、来所相談のほか、電話相談や家庭訪問を行い、

相談内容に応じて適切な機関と連携し、必要な情報やサービス提供、関係機関の紹介などを行います。

不安なことや悩みがあるときは１人で悩まずに、お気軽に子育て世代包括支援センターにご相談ください。

　コミュカフェは毎週月曜日から金曜日まで開設。ちょっとしたゲームなども置いてあります。
また、その他にも以下の行事を行います。
■  鹿部町コミュニティカフェ（児童館）　令和３年１月の活動

１月14日（木） 午後2時から午後3時まで 健康相談

１月18日（月） 午後1時30分から午後3時30分まで 歌声広場（一歩の会協力）

１月25日（月） 午後1時30分から午後3時30分まで 絵本の朗読会（一歩の会協力）

１月28日（木） 午後2時から午後4時まで 地域包括支援センター
相談窓口開設（福祉全般）

※�年末年始につき、１月１日（金）から１月５日（火）まで、コミュカフェはお休みとなりますので、

ご了承願います。

■  鹿部町コミュニティカフェ（郵便局）令和３年１月の活動
１月21日（木） 午後2時から午後4時まで 介護保険相談窓口開設

※�郵便局行事のため、1月15日（金）までの間、コミュカフェはお休みとなりますので、ご了承願

います。

感染症予防にご協力願います
　新型コロナウイルス感染症予防のため、飲物の提供は控えさせていただきます。（利用される方が

持ち込むことは差し支えありません。）ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

ご利用の際は、

○　�コミュカフェでは、手を洗い、マスク着用などの

咳エチケットを。

○　備え付けの消毒用アルコールをご利用ください。

〇　正面同士で座るのは避け、間隔を保ちましょう。

※お問い合わせ先　役場保健福祉課（℡：７－５２９１）

お問い合わせ先
役場保健福祉課（子育て世代包括支援センター）

【開設時間】月～金曜日　午前８時４５分から午後５時３０分まで

　　　　　�（祝日、年末年始は除きます）

【電　　話】７－５２９１（保健福祉課直通電話）
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～鹿部町生活支援体制整備事業～
高齢者支援（生活支援サービス）「雪かき」の

利用申込みを受け付けしています。

※お問い合わせ先　鹿部町社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　（℡：７－３３４１）

　　　　　　　　　鹿部町地域包括支援センター（役場保健福祉課内）（℡：７－５２９１）

≪生活支援体制整備事業の担い手となるボランティア会員を引き続き募集しています。≫

高齢者支援（生活支援サービス）、

地域支え合い活動及び福祉施設活動そ

れぞれの項目ごとに担い手となるボラ

ンティア会員を募集しています。

高齢者の生活を支えるボランティア

会員として活動してみたい方は、鹿部

町社会福祉協議会又は鹿部町地域包括

支援センターに電話で申込みください。

町では、高齢者支援（生活支援サービス）「雪かき」の利用申込みを受け付けしていますので、「雪か

き」の利用を希望する方は、鹿部町社会福祉協議会又は鹿部町地域包括支援センターに電話で申込みく

ださい。

１ 利用対象者
７５歳以上のひとり暮らしの方及び夫婦世

帯で、どちらか一方が７５歳以上で当町に

住民登録されている方

２ 利用料（ボランティア１人当たり）

・３０分未満２００円
・６０分未満４００円
・９０分未満６００円

３ 雪かき作業の範囲
日常生活路確保ための玄関から道路までの

雪かきとなります。（いわゆる間口除雪）

※屋根の雪かき作業や排雪作業は含みませ

ん。

４ 雪かき作業の時間

午前９時から午後３時まで

５ その他

「雪かき」が必要な都度、利用申込みを受け

付けし、対応します。

「雪かき」実施期間～令和３年３月31日まで　※12月30日から１月５日までの年末年始は除きます。
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【11月のゴミ回収量（ 一般ゴミ ）】
　全体　８０．３６ｔ
　　　　（昨年度同月回収量78.02ｔ　約3.0％増）
　内訳　焼却処分　　６０．５６ｔ
　　　　リサイクル　１６．２５ｔ
　　　　埋立処分　　　３．５５ｔ

混ぜればゴミ！分ければ資源！地球温暖化

による環境への負担などを減らすため、ゴミ

の分別・減量にご協力をお願いします。

不法投棄等防止のため監視カメラを設置しています !!
〜不法投棄は絶対にしないようにしましょう〜

不法投棄をすると５年以下の懲役もしくは１千万円以下の罰金、又はこれを併科に処せられます。

～町政について
　一緒に語らいましょう～ 語らい町長室

開かれた身近な町政づくりを進めるため、町民皆さんの声に耳を傾け、対話を深めることを目的に、

町長室を開放しています。令和３年１月の開放日時をお知らせしますので、お越しになる方は事前に申

込みください。

なお、開放日に限らず、公務などが入っていない日も開放していますので、お気軽にお問い合わせく

ださい。

※お問い合わせ先　役場総務・防災課（℡：７－２１１１）

■令和３年１月の開放予定日　１月２０日（水）午前９時から午後７時まで

鹿部町新型コロナウイルス感染症対策商品券
配布事業の実施について

町では、全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に伴い、感染リスクの高い児童及び高齢者の皆さんの感染

リスクを軽減する感染予防対策用品（マスクや手指消毒液

など）の購入に役立てていただくため、鹿部町商品券を配

布します。

１ 事業の実施期間

令和２年１２月１日から令和３年３月３１日まで

２ 商品券配布対象者

（１）令和２年１２月１日現在で本町の住民基本台帳に記録されている１８歳以下の児童

（２）令和２年１２月１日現在で本町の住民基本台帳に記録されている６５歳以上の高齢者

３ 配布する商品券の額

商品券配布対象者１人につき２，０００円

４ 配布方法

令和３年１月中旬頃に商品券配布対象者の属する世帯の世帯主に簡易書留郵便で郵送します。
※令和２年１２月１日以降に出生した商品券配布対象者（児童）にも、出生届受理後、順次発送します。
※令和３年３月３１日までに満６５歳になられた商品券配布対象者（高齢者）にも、年齢到達日の

翌日以降に順次発送します。

※お問い合わせ先　役場保健福祉課（℡：７－５２９１）



広報しかべ　令和３年１月号 12

鹿部町ひとり親世帯応援給付金について
国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給対象とならない方に対し、町が独自にひとり親世帯に

対して応援給付金を支給します。なお、受給される方は申請手続が必要となります。

国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給対象となる方は、そちらが優先となりますので、不明

な方はお問い合わせください。

　�※町の「鹿部町ひとり親世帯応援給付金」と国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」は併給できません。

支　給

対象者

18歳に達する日以後の３月31日までの間にある児童（重度・中度の障がい（国民年金法の１、２

級）のある児童は20歳未満）を監護するひとり親世帯（父・母・養育者）の方で、次の１または

２に該当し、国のひとり親世帯臨時特別給付金が支給されていない方。

１　令和２年６月分の児童扶養手当受給資格者で、ひとり親世帯臨時特別給付金の給付

基準を上回る収入のある方。

２　令和２年６月分の児童扶養手当の認定を受けていないひとり親世帯等の方で、ひと

り親世帯臨時特別給付金の給付基準を上回る収入のある方

※「ひとり親世帯」とは、児童扶養手当法第６条に定める受給資格者をいいます。（事実婚の場

合は対象となりません。

※同居している扶養義務者の所得が高いために児童扶養手当の受給ができない方も申請できます。

※令和２年６月以降にひとり親世帯等となった方は、対象外です。

給付額 １世帯あたり５万円

申　請

書　類

次の書類をご用意ください。

⑴　鹿部町ひとり親世帯応援給付金申請書（役場民生課窓口で配付しています。）

⑵　�申請される方の本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年

金証書、介護保険証、パスポートなど）の写し

⑶　�給付金の受取口座を確認できる書類（通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、

口座番号および口座名義人が確認できるもの）の写し

⑷　�申請される方と監護する子どもの戸籍謄本または戸籍抄本（児童扶養手当資格者の方は不要）

⑸　�障がいの状態を確認できる書類（障害年金証書など）の写しまたはコピー（※障がいがある

ことを要件として給付金を申請する場合に限ります。）

申　請

方　法
役場民生課窓口へ申請書等を持参ください。

申　請

期　限
令和３年２月26日（金）（当日必着）

支　給

予定日
順次支給しています。（支給が決定した方には、支給日を郵便でお知らせします。）

支　給

方　法
申請書に指定した口座へ振り込みます。

注　意

事　項

・本給付金の支給後に、収入の急減等により「ひとり親世帯臨時特別給付金」の受給資格を遡っ

て取得し、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を受給したことが判明した場合や、事実婚等でひ

とり親の支給要件に該当しないことが判明した場合、本給付金を返還していただきます。

・口座の解約等により本給付金の振込ができなかった場合は別途郵便で通知しますので、入金可

能な口座の情報を、令和３年２月26日までに必ずご連絡ください。

・口座の解約等により、令和３年３月31日までに本給付金の振込ができなかった方は、本給付金

の受給ができなくなります。

※お問い合わせ先　役場民生課　戸籍係（℡：７－５２９０）
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　令和２年１１月に観測された駒ケ岳の状況についてお知らせします。

〇全　　般　�火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。（噴火警戒

レベル１、活火山であることに留意）

〇噴煙活動　山頂に設置した監視カメラでは、昭和４年火口に噴気は観測されませんでした。

〇地震活動　火山性地震及び火山性微動は観測されませんでした。

〇地殻変動　ＧＮＳＳ連続観測では、火山活動によると考えられる地殻変動は認められませんでした。

　　　　　　（ＧＮＳＳ観測：ＧＰＳ含む衛星測位システムの総称）

　※　詳細は札幌管区気象台ホームページでも閲覧することができます。
　　　http://www.jma-net.go.jp/sapporo/
　※　気象庁ホームページに駒ヶ岳の火山観測データが掲載されています。火山活動状況などの把握にご利用ください。
　　　http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/open-data.php?id=113

「鹿部町新型コロナウイルス感染症対策緊急支援金」について
町では、新型コロナウイルス感染症による地域経済の落ち込みにより、産業の安定に支障が生じて

いるなかで、事業を継続する事業者を対象に支援金を交付しています。

下のチェックリストを用いて支援金対象予定者になるか確認いただき、支援金対象予定者となる場

合は、令和３年１月29日（金）までに役場水産経済課へお問い合わせください。

※お問い合わせ先　役場水産経済課　（℡：７－５２９８）

チェック項目

①
町（漁業協同組合）から漁業者対象緊急支援金（６万円）を受給した

【令和２年５月～】

②
町から宿泊事業者対象緊急支援金（３０万円）を受給した

【令和２年５月～】

③
町から飲食事業者対象緊急支援金（２０万円）を受給した

【令和２年５月～】

④
町から中小企業者（鹿部商工会員）対象緊急支援金（６万円）を受給した

【令和２年５月～】

⑤ 過去１年以上継続して町内において事業を営む者（法人又は個人）である

⑥
事業を営むにあたり、法令等に基づく必要な許認可を受けており、その許

認可を確認することができる証書等を有している

⑦
開業していることが確認できる次の資料の原本又は複写を有している

■法人：法人登記事項証明書又は法人の定款

■個人：開業・廃業等届出書又は開業していることが確認できる資料

⑧ 令和元年分及び平成３０年分の確定申告書の複写を有している

⑨ 令和元年及び令和２年の各月の売上高を示す資料を有している

①～④いずれかに

□✓が付いた事業者

↓

対象外

⑤～⑨全てに

□✓が付いた事業者

↓

支援金対象予定者

役場水産経済課へ
連絡してください

□

□

□

□

□

□

□

□
□
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令和２年分所得税及び復興特別所得税の確定申告について
町では、令和２年分所得（令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで）の確定申告を次のとお

り受け付けします。ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から申告を予約制とします。令和

３年１月１２日（火）から予約をお受けしますので、税務課窓口または電話（℡：７－５２９２）で事

前に予約をお願いします。※予約時間の１０分前までにはお越しください。

日　　　時 会　　場

令和３年２月１６日（火） 午前９時から午後４時まで 大 岩 地 域 会 館

令和３年２月１７日（水） 午前９時から午後４時まで 鹿 部 会 館

令和３年２月１８日（木） 午前９時から午後４時まで 本�別�中�央�会�館

令和３年２月１９日（金） 午前９時から午後４時まで 出 来 澗 会 館

令和３年２月２２日（月）
２月２４日（水）

午前９時から午後４時まで 役 場� 大 会 議 室

令和３年２月２５日（木）
～３月１５日（月）

午前９時から午後４時まで
※土日を除く

役 場� 小 会 議 室

1
所得（収入）のない方も
必ず申告してください

確定申告は、町道民税・国民健康保険税の申告も同時に行っていますので、
所得（収入）のない方も必ず申告してください。（未申告の方は、国民健康
保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の軽減などが適用されない場
合があり、所得証明書などの発行ができません）

2
次に該当する方は、
確定申告は不要です

・青色申告で申告済みの方
・会社などで年末調整済みの方
・公的年金収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の方
　�※ただし、年末調整しなかった収入や各種控除がある方は、確定申告が
必要です。

　�※金融機関より借り入れをし、新築住宅を建てた方又は中古住宅を購入
した方は確定申告が必要となります。

3
次に該当する方は、
当町で受付できません

土地・家屋や株式などの譲渡所得のある方は、当町で受け付けできません
ので、函館税務署で申告してください。

4
申告に必要なものは
次のとおりです

・印鑑（シャチハタ以外）
・給与収入がある方は、会社などから交付された源泉徴収票
・公的年金受給者の方は、年金支払者から交付された源泉徴収票
・自営業（漁業含む）の方は、仕入れ・売上などの経費が分かる書類
・社会保険料（国民年金、健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険）の
領収書やそれに代わる証明書

・保険会社などから交付された生命保険料、個人年金保険料や地震保険料
の控除証明書

・障害者手帳又は町が発行する障害者控除対象者認定書
・�医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書若しくは医療費の領収書」
又は「セルフメディケーション税制の明細書若しくは特定一般用医薬品
などの領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類」

・�本人確認書類（マイナンバーカードやマイナンバー通知カード、運転免
許証など）
※詳しくは次のページをご覧ください。

・税務署から「確定申告のお知らせ」というはがきや通知書が事前に届い
ている方は、そのはがきや通知書　※申告書用紙は、一部対象者を除き
送付されません。用紙が必要な方は、役場又は税務署にて１月下旬から
用意していますので、お受け取りください。
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※お問い合わせ先　役場税務課（℡：７－５２９２）

＜函館税務署でも確定申告を受け付けします＞
　函館税務署においても、次のとおり確定申告の受け付けを行います。申告書の作成には時間がかかりま

すので、なるべくお早めにお越しください。

　なお、会場が混雑している場合には、受け付けを早めに締め切ることがあります。

　　・受付期間　　令和３年２月16日（火）から令和３年３月15日（月）まで　※土・日、祝日を除く

　　・受付時間　　午前９時から午後４時まで

　　・場　　所　　函館税務署（函館市中島町37番１号　℡：0138－31－3171）

※�令和３年２月15日（月）以前は、確定申告会場を開設していません。確定申告のご相談は、申告会場を開

設する令和３年２月16日（火）以降にお越しください。申告に関する質問や必要書類の確認などは、電話

でも問い合わせをすることができます。

＜確定申告書にマイナンバーの記載が必要です＞
　確定申告書には、申告をする方や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要です。

　マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が

必要です。（配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です）

　本人確認書類は、次のものをご持参ください。

　　〇マイナンバーカードをお持ちの方　　：マイナンバーカードのみで本人確認が可能です。

　　〇マイナンバーカードをお持ちでない方：次の①・②の２点が必要です。

　　　①　�マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写し又は住民票記載事項証明書

のうちいずれか１つ

　　　②　運転免許証、公的医療保険の被保険証、パスポートなどのうちいずれか１つ

～インターネットで確定申告書の作成ができます～

■申告書の作成は便利な「確定申告書等作成コーナー」をご利用下さい
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地

方消費税並びに贈与税の確定申告書などを作成し、印刷して郵送などにより提出することができます。

画面の案内に従って、金額などを入力すれば税額などが自動計算される便利なシステムですので、ぜ

ひご利用ください。

なお、給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告

する方向けの、スマホ専用画面を用意しています。

■復興特別所得税の記載漏れにご注意ください
東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税（原則とし

て各年分の所得税額の2.1％）を所得税と併せて申告・納付することとされています。

確定申告書の作成にあたっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。

また、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要とな

ります。

■お問い合わせは、お電話で
ｅ－Ｔａｘソフトの操作や確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消など使い方

に関するお問い合わせは、ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスクにご連絡ください。

　≪ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク≫
〇電話番号　0570－01－5901（全国一律市内通話料金）

〇受付時間　月曜日から金曜日まで午前９時から午後５時まで（土日、祝日、12月29日～１月３日を除く）

マイナンバーカードの利用に係るＩＣカードリーダライタの設定、パソコン操作などについては、マイ

ナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

　≪マイナンバー総合フリーダイヤル≫
〇電話番号　0120－95－0178（音声ガイダンスに従い１番を選択してください。）

〇受付時間　午前９時30分から午後８時まで（土日、祝日は午後５時30分まで）
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令和３年度 中小事業者等に対する固定資産税の軽減制度について
新型コロナウイルス感染症対策における税制措置として、一定の事業収入の減少があった中小企業等

に対して、令和３年度に限り、償却資産や事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を２分の１またはゼ

ロに軽減します。

中小事業者等に対する固定資産税の軽減制度の要件等について1

対 象 者

以下の①及び②の条件のいずれも満たす方が対象です。

① 賦課期日（令和３年１月１日）現在、資本金１億円以下の法人または、
従業員１，０００人以下の個人事業主

②
新型コロナウイルス感染症等の影響により令和２年２月～１０月までの
任意の連続した３か月間に前年同期間比で３０％以上事業収入が減少
した事業者の方

※大企業の子会社は対象外です。
※�すべての形態及び業種の事業者が対象です。（性風俗特殊関連営業を営む事業者を
除く）

対象年度 令和３年度

対象資産
令和３年１月１日現在、鹿部町内に所有する事業用家屋（注）及び償却資産
（注）事業用家屋：�法人税法又は所得税法において損金又は必要な経費に算入される家屋
　　　　　　　　※土地及び居住用家屋は対象外です。

軽減割合
事業収入が
・前年同期間比減少３０％以上～５０％未満……課税標準�１／２
・前年同期間比減少５０％以上……………………課税標準�全額軽減

申告期限 令和３年１月６日（水）から２月１日（月）まで（当日消印有効）
（認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、必要書類一式を税務課へ提出）

必要書類

・�新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対
する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書（以下、「申告書」という）
・事業収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算書の写しなど）
・�特例対象家屋及びその事業割合を示す書類（課税明細書、青色申告決算書、共有名義
の場合は共有者がわかる書類の写しなど）
・令和３年度償却資産申告書、種類別明細書
※�上記申告書等に役場の受付印を希望される方は、控えとなる写しをご準備いただ
き、郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
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固定資産税・都市計画税の軽減を受けるための申告方法2

※お問い合わせ先　役場税務課（℡：７－５２９２）

認定経営革新等
支援機関等（※） 中小事業者等 役場税務課

（※）認定経営革新等支援機関等とは
・�認定経営革新等支援機関として認定を受けた税理士、税理士法人、会計士、中小企業診断士、
金融機関等
・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会等
・�帳簿の記載事項を確認する能力がある税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業
診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会（認定を受けた者は除く）等

申請書ダウンロード
①

確認依頼
②

③
確認後返却

④
申告書を提出

中小企業庁のホームページに【固定資産税等の軽減措置に関するQ＆A】が
掲載されていますのでご参照ください。

（URL：https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html）

町公式ホームページから申告書をダウンロードし、必要事項を記入。
（申告書をダウンロードできない場合は税務課窓口までお越し下さい。）

事業者が認定経営革新等支援機関等に申告書等を提出し、軽減対象であることの確認を依
頼する。
　【確認事項】　・中小事業者等であること
　　　　　　　・事業収入の減少割合
　　　　　　　・特例対象家屋及びその居住用・事業用割合の確認

認定経営革新等支援機関等が②の内容を確認し、申告書の確認欄に押印後、事業者に返却。

役場税務課あてに令和３年１月６日（水）から２月１日（月）まで（当日消印有効）に申告書等
を提出。なお、償却資産を所有する事業者の方は令和３年度償却資産申告書もあわせてご
提出ください。（増加減少がない場合でも提出が必要です。）

①

②

③

④

（
広
告
）
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建物を取り壊したときや新築・増築されたとき、未登記の
建物を名義変更したときには届け出が必要になります！

※お問い合わせ先　役場税務課（℡：７－５２９２）

「固定資産（家屋）解体届」及び「固定資産異動届」の用紙は、役場税務課窓口に設置している

ほか町公式ホームページに掲載しています。

ご不明な点がございましたら、役場税務課までお問い合わせください。

建物を
取り壊したとき

建物を取り壊したときは、翌年度からの税額に影響しますので、「固定資産（家屋）
解体届」に必要事項を記載し、届出者の押印をしたうえ税務課へ提出してください。

登記している建物については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
なお、滅失登記の手続きをされた場合は、「固定資産（家屋）解体届」の提出は必

要ありません。

新築・増築された建物については、翌年度から課税の対象となります。
税務課の職員が、家屋の評価に伺いますので、新築・増築された方は税務課へご連

絡ください。

建物を
新築・増築したとき

未登記の建物を売買・相続・贈与などにより所有者が変更になったときは、「固定
資産異動届」を税務課へ提出してください。届け出には、新旧所有者の押印が必要に
なります。（相続の場合は、新所有者の押印のみ）

「固定資産異動届」の届け出がない場合、次年度も引き続き同じ所有者に課税され
ますので、お手数でも提出をお願いします。

未登記の建物を
名義変更したとき

し
か
べ
応
援
券
・
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の

利
用
期
限
は
令
和
３
年
１
月
３１
日
㈰
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

運
行
に
つ
い
て

鹿
部
町
地
域
経
済
活
性
化
事
業
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
冷
え

込
ん
だ
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
「
し
か
べ
応
援
券
」
の
配
付
と

「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」
の
販
売
を
実

施
し
ま
し
た
。
こ
の
応
援
券
と
商
品
券
そ

れ
ぞ
れ
の
利
用
期
限
は
、
令
和
３
年
１
月

31
日
㈰
ま
で
で
す
の
で
、
使
い
忘
れ
の
無

い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。　
　

応
援
券
と
商
品
券
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
役
場
水
産
経
済
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

役
場
水
産
経
済
課　

℡

：

７

−

５
２
９
８

令
和
３
年
２
月
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

は
、
次
の
と
お
り
運
行
し
ま
す
。

≪

２
月
の
運
行
日≫

３
日
㈬

10
日
㈬

17
日
㈬

25
日
㈭

運
行
ル
ー
ト
及
び
時
刻
が
一
部
変
更
に

な
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
今
月
号
の
折

込
チ
ラ
シ
及
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

11
月
の
平
均
乗
車
人
数
は
左
表
の
と
お

り
で
す
。
今
ま
で
ご
利
用
し
た
こ
と
が
な

い
方
も
是
非
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

11月の平均乗車人数

１便（９時美駒平発） 約２人

２便（10時20分美駒平発） 約９人

３便（12時30分大岩方面発） 約９人

４便（13時40分美駒平発） 約７人

５便（15時05分大岩方面発） 約８人

６便（16時30分いこいの湯発） 約５人

※
お
問
い
合
わ
せ
先

役
場
企
画
振
興
課　

℡

：

７

−

５
２
９
７

令和３年１月 31 日㈰
までに使ってね！
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屋根からの
落氷雪事故防止などのお願い

北海道開発局・北海道・北海道警察・鹿部町

毎年、冬になりますと、沿道建物からの落氷雪による死傷事故が多く

発生しています。

皆さんも、冬季間の生活にはご苦労されていると思いますが、冬季間

の通行を円滑にし、事故を無くするため、特に、次のことに注意するよ

うお願いします。

落氷雪事故の発生が懸念されるような沿道建物等に

ついては、雪止めを設置するようにしてください。

落氷雪事故は、気温がマイナス３からプラス３程度

のときに発生しやすいという特徴があるため、早めに

除雪するとともに、除雪の際にはできるだけ複数人で

行い、歩行者や遊んでいる子供等に十分注意するよう

にしてください。

交通事故及び交通障害防止のため、屋根からの落氷

雪や敷地内の雪を道路に出さないようにしてください。

落氷雪があった場合は、直ちに事故がないか確認す

るとともに、歩行者の通行の支障にならないように排

除してください。

既に雪止めが設置されている場合であっても、針金

等のサビ、老朽化等による破損が原因で落氷雪事故が

発生することもあるため、必ず点検し、破損等が発見

された際は早急に修繕するようにしてください。

軒下を通行するときは、屋根からの落氷雪に十分注

意するようにしてください。

軒下や道路では、絶対に子供を遊ばせないようにし

てください。

建物の壁、窓枠、突出看板からの落氷雪は少量でも

危険であるため、早めに付着した氷雪の除去を行うよ

うにしてください。

また、落氷雪の除去の際には、歩行者への十分な安

全対策を行うようにしてください。

町広報誌に広告を
掲載してみませんか？

 

※お問い合わせ・申込先　役場企画振興課（℡：７－５２９７）

町広報誌は地域密着型の情報誌として、全戸に配付されているほか、町公式ホームページからも閲覧するこ
とができます。広告利用のため掲載を希望される方は役場企画振興課へ申込みください。

なお、広告掲載の詳細については以下のとおりとなります。

種類 規格
掲載
期間

広告料 申込方法 申込期限

広報しかべ

ページの下1段2分の1
（縦50mm×横85mm） 月号

単位

１回につき
5,000円

掲載申込書に
広告原稿を添えて

申込み

広報発行月号の
前月1日までページの下1段

（縦50mm×横170mm）
１回につき
10,000円

※１　掲載申込書は役場企画振興課又はホームページから取得できます。
※２　広報誌の掲載について、同じ企業等の広告を同月号に複数掲載できません。
※３　�広告掲載の種類と範囲については、鹿部町広告掲載取扱要綱第３条に基づき、以下の項目いずれにも該

当しないものとします。
　　　　⑴　法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
　　　　⑵　公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
　　　　⑶　�風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に掲げ

る営業に該当するもの
　　　　⑷　政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝にかかわるもの
　　　　⑸　前各号に掲げるもののほか、広告に掲載することが好ましくないと町長が判断するもの
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〇
重
度
後
遺
障
害
者
と
な
ら
れ
た
方
へ

介
護
料
支
給
の
ご
案
内　

【
対
象
者
】

　

自
動
車
（
バ
イ
ク
を
含
む
）
事
故
で
、
脳

や
脊
髄
又
は
胸
腹
部
臓
器
に
損
傷
を
受
け
、

常
時
又
は
随
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方
で

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
。
（
自
損
、
他

損
、
時
期
は
問
い
ま
せ
ん
）

【
支
給
額
】

　

後
遺
障
害
の
程
度
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
介

護
用
品
の
購
入
な
ど
に
応
じ
て
、
月
額
３

６
，
５
０
０
円
～
２
１
１
，
５
３
０
円
の
範

囲
で
支
給
。

【
注
意
】

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
、
労
災
の
介
護
給
付

等
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
自

立
支
援
法
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ

て
い
る
場
合
や
入
院
し
て
い
る
場
合
も
対
象

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付
の
ご
案
内

【
対
象
者
】

　

自
動
車
（
バ
イ
ク
を
含
む
）
事
故
に
よ

り
、
死
亡
又
は
重
度
後
遺
障
害
（
脳
損
・
脊

損
）
を
負
わ
れ
た
方
の
義
務
教
育
終
了
前
の

子
弟
（
０
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
）

【
申
込
者
】

　

対
象
者
を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者
（
生
活

困
窮
家
庭
に
限
り
ま
す
）

【
貸
付
金
額
】

　

�

一
時
金
（
貸
付
時
）
１
５
５
，
０
０
０
円

�

貸
付
期
間
中
、
月
額
１
０
，
０
０
０
円
又
は

２
０
，
０
０
０
円
（
選
択
制
）

　

ほ
か
に
、
小
・
中
学
校
入
学
時
に
入
学
支

度
金
４
４
，
０
０
０
円
（
希
望
者
）

【
貸
付
期
間
】

　

貸
付
決
定
時
か
ら
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で

【
利
子
】

　

無
利
子

【
返
還
方
法
】

　

原
則
と
し
て
20
年
以
内
の
月
々
均
等
払
い

　

（
進
学
・
病
気
等
に
よ
る
猶
予
制
度
等
あ
り
）

〇
交
通
遺
児
等
友
の
会
入
会
の
ご
案
内

【
対
象
者
】

　

自
動
車
（
バ
イ
ク
含
む
）
事
故
に
よ
り
保

護
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
り
、
重
い
後
遺
障
害

を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
家
庭
の
中
学
校
卒
業

ま
で
の
お
子
様
で
あ
れ
ば
、
入
会
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

【
申
込
者
】

　

対
象
者
を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者

【
活
動
内
容
】

　

旅
行
会
や
交
流
会
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
開
催
、
書
道
・
絵
画
・
写
真
な
ど
コ
ン
テ

ス
ト
の
開
催
、
会
報
の
配
布
（
年
４
回
）

【
参
加
期
間
】

　

中
学
校
を
卒
業
又
は
20
歳
を
迎
え
る
ま
で

【
費
用
等
】

　

無
料

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

自
動
車
事
故
対
策
機
構　

函
館
支
所

　

℡
：
０
１
３
８

−

８
８

−

１
０
０
７

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（＂
ナ
ス
バ
＂
で
検
索
）

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
n
a
s
v
a
.
g
o
.
j
p
/

働
い
て
い
る
調
理
師
は
、
調
理
師
法
の
規

定
に
よ
り
、
２
年
に
１
回
従
事
者
届
を
出
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
年
度
は
届
出
の

年
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
令
和
３
年
１
月

15
日
㈮
ま
で
に
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
届
出
の
必
要
な
方

下
記
の
施
設
に
令
和
２
年
12
月
31
日
現

在
、
調
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
調
理
師

・�

寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
、
事
業
所
、
社
会

福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
矯
正

施
設
、
そ
の
他
多
数
人
に
飲
食
物
を
調
理

し
て
提
供
し
て
い
る
施
設

・�

飲
食
店
営
業
、
魚
介
類
販
売
業
、
そ
う
ざ

い
製
造
業

〇
届
出
の
方
法

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
届
出
】

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ

　

�（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
h
a
r
p
.
l
g
.
j
p
/
S
k
s
J
u
m
i
n

W
e
b
/
E
n
t
r
y
F
o
r
m
?
i
d
=
u
S
E
b
F
a
k
L

）

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
㈱
デ
ン

ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録

商
標
で
す
。
）

【
郵
送
・
持
参
に
よ
る
届
出
】

　

専
用
の
届
出
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載

し
、
あ
な
た
が
働
い
て
い
る
地
域
の
北
海
道

全
調
理
師
会
担
当
支
部
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※�

届
出
用
紙
の
配
布
：
北
海
道
全
調
理
師
会

各
支
部
、
渡
島
保
健
所
、
木
古
内
支
所
、

森
支
所

　

�

北
海
道
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド

※
お
問
い
合
わ
せ
先

・
北
海
道
全
調
理
師
会�

各
支
部

・
北
海
道
渡
島
保
健
所

　
　

℡
：
０
１
３
８

−

４
７

−

９
０
１
２

　

木
古
内
支
所　

　
　

℡
：
０
１
３
９
２

−

２

−

２
０
６
８

　

森
支
所　

　
　

℡
：
０
１
３
７
４

−

２

−

２
３
２
３

自
動
車
事
故
対
策
機
構
か
ら
の

お
知
ら
せ

働
い
て
い
る
調
理
師
の
皆
様
へ
！

就業地域 支部名 住所 電話番号

函 館 市
北 斗 市
七 飯 町

函 館
支 部

〒040－0011
函館市本町22－５
第３ＬＣ館１階
スナックてる

090-8908-8194

松 前 町
福 島 町
知 内 町
木古内町
鹿 部 町
森 町

木古内
支 部

〒049－1512
松前郡松前町字福山
29番地２
旧和風小料理さくら亭

080-1866-3810
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魚　種 数量（トン） 水揚高（千円） 魚　種 数　量（トン） 水揚高（千円）
すけとうだら 542.5�（583.0）�60,587.8（66,403.0）平目 0.5� （0.5）� 698.4� （756.5）�

たこ 17.7�（13.1）�15,474.7（11,725.9）はたはた 0.2� （0.2）� 196.5 （117.7）�

さけ 11.6�（12.6）� 2,883.3 （5,834.9）うに 32.2� （19.0）� 23,355.2 （17,214.1）

ます 0.1� （0.0）� 0.3 （0.0）さば 625.6�（334.9）� 21,217.0 （12,584.7）

いか 20.2�（31.7）� 7,622.5（18,977.0）福来 71.4� （56.0）� 2511.2� （3,900.3）

かれい 2.0� （4.3）� 1,004.6 （2,586.9）北寄貝 0.1� （0.1）� 30.8 （11.7）

なまこ 18.6�（13.3）�56,391.4 （53,238.7 まぐろ 0.1� （0.0）� 7.7 （0.0）

油子 2.2� （0.7）� 1,174.6 （306.9）たら 5.9� （5.3）� 379.6 （269.9）

黒そい 1.1� （1.9）� 146.7 （316.9）松皮かれい 0.1� （0.2）� 72.1 （323.7）

ほっけ 27.2� （0.9）� 1,778.2 （360.0）つぶ 4.8� （3.3）� 916.1 （613.8）

がや 0.9� （0.8）� 150.3 （120.3）いわし 21.6� （8.5）� 406.5 （148.4）

かじか 0.2� （0.5）� 4.9 （6.8）その他魚類 14.1� （53.9）� 3,318.5 （11,278.2）

合計 1,420.9（1144.7）�200,328.9（207,096.3）

かっこ内は令和元年１１月の水揚令和２年11月の水揚

全刑法犯
認知件数

窃盗犯認知件数 その他刑法
認知件数侵入盗 車上狙い その他窃盗

町　内 10 件 １件 １件 ３件 ５件

人身事故 死者数 傷者数 物損事故

町内 ０件 ０人 ０人 50 件

犯罪発生状況（令和２年1月1日から令和２年11月30日まで） 交通事故発生状況（令和2年1月1日から令和2年11月30日まで）

◎　緊急通報は110番、相談電話は「♯9110」に！

　　☆　事 件 ・ 事 故 な ど の 緊 急 電 話　→　１１０番

　　☆　相 談 や 警 察 業 務 に 関 す る 意 見 ・ 要 望　→　＃９１１０

　　☆　遺失物・拾得物の届出、諸手続に関する照会など　→　最寄りの警察署、交番・駐在所

　　◆　110番をするときは

��　　警察官が必要な事項を質問しますので、慌てず落ち着いて正しく答えてください。

　　　�警察官が早く現場に到着できるよう、その場所の住所や付近の目標となる建物などを正しく伝えてくだ

さい。　　　　　　��　�

◎　ストップ・ザ・交通事故　　～　めざせ　安全で安心な北海道　～

　⑴　余裕を持った運転を

　　　目的地までの天気や道路状況を事前に把握して、時間に余裕を持って出発しましょう。

　⑵　スピードダウンと慎重な運転を

　　　冬道では、スリップによる正面衝突の交通死亡事故が多発しています。

　⑶　「急」のつく運転操作は危険

　　　急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキ等の運転操作は大変危険ですのでやめましょう。

　⑷　交差点に注意

������雪山で見通しが悪い交差点などでは、危険を予測して、徐行と安全確認を徹底しましょう。

◎　2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会における国際テロの未然防止に御協力を！

　�　｢不審な人物・物件｣等を発見した際の110番通報が、国際テロの未然防止に

　つながります。

　　｢不審な物件｣を発見した際は、触れずに110番に通報して下さい。

◎　署長からのメッセージ　　～　飲酒運転は絶対にダメです　～

　　「もういいかい　残ったお酒が　まあだだよ」

　　新型コロナの影響で、自宅での飲酒の機会が増えているようです。

　　お酒を飲んでから車を運転することはもちろんのこと、お酒が残っている状態でも運転してはいけません。

「短い距離だから大丈夫。」「もうお酒は抜けているはず。」などと安易に考えて飲酒運転をしないように注意

しましょう。
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世帯と人口

令和２年12月１日現在

（　　�）は前月比です

世帯数 1,853世帯（－７）

男 1,803�人 （－８）

女 1,996�人 （＋１）

計 3,799�人 （－７）

●65歳以上の人口� 1,479人

　高齢化率� 　38.9％

◆お問い合わせ先略称◆　○教 教育委員会（℡7-3124）　　○保 役場保健福祉課（℡7-5291）　　○税 役場税務課（℡7-5292）
　　　　　　　　　　　　○観 役場水産経済課食と観光推進室（℡７-5293）　　○企 役場企画振興課（℡７-5297）

■発行／鹿部町
■編集／企画振興課広報広聴係
〒041-1498
北海道茅部郡鹿部町字宮浜299番地
TEL：01372-7-5297
FAX：01372-7-3086
Eメール：kikaku@town.shikabe.hokkaido.jp
ホームページ
http://www.town.shikabe.lg.jp
■印刷／㈱長門出版社

１月～２月の行事予定カレンダー

※ 行事日程等について、施設等の都合により変更となる場合がございますので、行事に参加される場合は、
　事前に担当課へ確認願います。

休日当番医については、新聞等で確認するか、役場保健福祉課までお問い合わせください。

（
注
）
お
誕
生
、
お
く
や
み
欄
に
つ
い
て
の

掲
載
は
、
役
場
民
生
課
窓
口
で
掲
載
承
諾

を
頂
い
て
載
せ
て
お
り
ま
す
。

１月16日㈯

17日㈰

18日㈪

19日㈫

20日㈬ ◯保◯企
健康相談　いこいの湯　受付13：30～15：30
コミュニティバス運行日

21日㈭ ◯保◯保
バンビ教室　総合体育館　10：00～　
創作活動「ぽっぽワークの日」　しかべ・ぽっぽ館　10：00～16：00

22日㈮ ◯保 あったかサロン（Ｂクラス）　本別中央会館　14：00～15：00

23日㈯

24日㈰

25日㈪

26日㈫

27日㈬

28日㈭ ◯保◯企
創作活動「ぽっぽワークの日」　しかべ・ぽっぽ館　10：00～16：00
コミュニティバス運行日

29日㈮

30日㈯

31日㈰

２月１日㈪ ◯税 国民健康保険税第８期・介護保険料第７期・
後期高齢者医療保険料第７期納付期限日

２日㈫

３日㈬ ◯保◯企
健康相談　いこいの湯　受付13：30～15：30
コミュニティバス運行日

４日㈭ ◯保 創作活動「ぽっぽワークの日」　しかべ・ぽっぽ館　10：00～16：00

５日㈮

６日㈯

７日㈰

８日㈪

９日㈫

10日㈬ ◯保◯企
冬の町民ニコニコ健診　本別中央会館　受付9：00～11：00
コミュニティバス運行日

11日㈭

12日㈮ ◯保 あったかサロン（Ａクラス）　本別中央会館　14：00～15：00

13日㈯

14日㈰

15日㈪

▼≪

今
月
の
町
史
は
お
休
み
で
す≫

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
も
皆
さ
ん
に

楽
し
く
読
み
や
す
い
広
報
誌
を
お

届
け
で
き
る
よ
う
、
頑
張
り
ま
す

の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

さ
て
、
広
報
し
か
べ
は
先
月
、

６
０
０
号
を
迎
え
ま
し
た
。
１
０
０

号
分
を
振
り
返
る
記
念
特
集
を
掲

載
し
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
は
ど
ん

な
出
来
事
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま

す
か
？
ぜ
ひ
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
広
報
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ

ー
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

私
は
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
読
む

と
き
は
よ
く
、「
ひ
と
り
ご
と
」

を
読
み
ま
す
。
広
報
担
当
者
の
個

性
的
な
コ
メ
ン
ト
が
と
て
も
面
白

い
で
す
。
そ
こ
で
、
ひ
と
り
ご
と

を
始
め
た
「
い
け
だ
」
さ
ん
に
話

を
聞
き
ま
し
た
。

ひ
と
り
ご
と
を
始
め
た
き
っ
か

け
は
、
今
ま
で
の
広
報
誌
が
何
か

味
気
な
い
と
感
じ
て
い
た
時
に
、

ふ
と
、
作
者
の
記
事
に
対
す
る
思

い
を
最
後
に
記
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
ス
パ
イ
ス
の
よ
う
に
よ
り
広

報
誌
が
面
白
く
刺
激
的
に
な
る
と

思
っ
た
か
ら
で
す
。

お
よ
そ
６
年
も
の
間
、
こ
の
コ

ー
ナ
ー
が
続
い
て
い
る
と
思
う
と
、

始
め
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

今
後
も
こ
の
コ
ー
ナ
ー
を
よ
り
グ

レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
て
分
か
り
や
す

い
広
報
誌
に
し
て
欲
し
い
で
す
。

い
け
だ
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
広
報
誌
を
グ
レ
ー

ド
ア
ッ
プ
で
き
る
よ
う
、
精
進
し

ま
す
。
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
、
い
け
だ

さ
ん
の
書
い
た
ひ
と
り
ご
と
を
読

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
ね
。（
す
ず
き
）

お
た
ん
じ
ょ
う

お
め
で
と
う

氏
　
　
　
名

保
護
者
住
所

田　

中　

楽ら

優う

く
ん

や
よ
い

宮
浜

お
く
や
み

も
う
し
あ
げ
ま
す

氏
　
　
　
名

享
　
年
住
所

小　

田　

金　

一
さ
ん

八
四
歳

鹿
部

松　

本　

健　

勝
さ
ん

五
九
歳

宮
浜


